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令和７年度第７回大阪市建築審査会会議録  

 

○日 時 令和７年12月３日（水） 午後１時３０分開会 

午後３時２２分閉会 

 

○場 所 大阪市役所本庁舎 屋上階（P1）会議室 

 

○議 事 １）個別同意案件 

２）一括同意案件の報告 

３）その他 

 

○会議資料 １）建築許可に関する建築審査会の同意について（依頼）  

２）建築基準法第 43 条第２項第２号許可における建築審査会一

括同意基準に適合したものの報告 

３）建築基準法第 44 条第１項ただし書許可における建築審査会

一括同意基準に適合したものの報告 

４）建築基準法第 56 条の２第１項ただし書許可における建築審

査会一括同意基準に適合したものの報告 
 

 

○出席委員 ６名 

 会 長  阿部 昌樹    

 委 員  福田 知弘 委 員  山根 聡子 

  欠 橋寺 知子  
 

大藤さとこ 

  
 

松島 格也   小泉真一郎 

 

○出席幹事 計画調整局 鎌田（建築指導部長） 

  森（建築企画課長） 

  増田（建築情報担当課長） 

  國領（建築確認課長） 

  都丸（監察課長） 

  細見（都市計画課長） 
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  藤村（開発誘導課長） 

 環境局  三原（環境管理課長） 

 消防局  吉村（消防設備指導担当課長） 

 

○事務局 計画調整局 富安（注１）、岩永（注１）、赤井（注１） 

、野村、北山 

 

（注１）  書記 

─────────────────────────────────── 

 

開会 午後１時３０分 

 

〇森幹事 定刻となりましたので、ただいまから令和７年度第７回大阪市建築審

査会を始めます。 

 出席者の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきありがとうご

ざいます。なお、円滑な議事進行のため、携帯電話は電源をお切りいただく

か、マナーモードに設定をしていただきますようご協力をお願いいたします。  

 それでは、阿部会長から開会のご宣言をいただきまして、建築審査会を進め

てまいりたいと思います。会長、どうぞよろしくお願いいたします。  

〇阿部会長 そうしましたら、ただいまから大阪市建築審査会を開会いたしま

す。 

 まずは事務局から本日の予定などの説明をお願いいたします。  

〇事務局（岩永） まず、事務局から委員の皆様のご出席状況の確認と、本日の

議事予定の確認をさせていただきます。 

 委員の皆様のご出席状況でございますが、現在６名の委員ご出席をいただい

ておりますが、山根委員は 14 時 50 分にご退席される予定となっておりますの

で、時間帯により５名のご出席状況となりますが、いずれの時間においても、

大阪市建築審査会条例に規定している会議開催に必要な人数である４名以上と

なっておりますので、規定を満たしております。  

 続きまして、本日の議事記録責任者は、大藤委員と小泉委員にお願いしたい
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と思います。どうぞよろしくお願いいたします。  

 では、本日の議事予定をご説明いたします。お手元の次第「３．議事」をご

覧ください。 

 議事の１、本日ご審議いただく個別同意案件は４件です。議案第 19 号と 20

号ですが、こちらは建築基準法第 48 条第 12 項の規定に基づく用途制限に係る

特例許可に関する案件です。議案第 21 号と 22 号ですが、こちらは同一建物

で、議案第 21 号は 建築基準法第 52 条第 14 項の規定に基づく電気室に係る部

分の容積率の特例許可、第 22 号は、第 59 条の２の規定に基づく総合設計制度

による容積率の特例許可に関する案件です。議案としては２件に分かれており

ますが、まとめてご説明させていただきます。  

 次に、議事の２につきましては、法第 43 条第２項第２号の許可（接道特例許

可）、法第 44 条第１項第２号の許可（道路内建築物特例許可）、法第 56 条の

２第１項ただし書許可（日影規制に関する特例許可）に係る一括同意基準に適

合した許可案件の概要を事務局からご報告いたします。 

 議事終了後、事務局から事務連絡をさせていただき、閉会となります。  

 それでは、議事進行につきまして、会長、よろしくお願いいたします。  

〇阿部会長 山根委員につきましては、２時 50 分くらいに退出されるということ

ですので、記録に残す意味で、退出される際には退出しますとお声をおかけい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。  

 そうしましたら早速議事に入ってまいりたいと思います。本日はすべて公開

ということになっておりますけれども、委員の皆様よろしいでしょうか。  

（各委員からの異議なしの発言あり） 

 

 そうしましたら、公開で議事を進めてまいりたいと思います。  

 まずは議案の第 19 号について事務局から説明をお願いいたします。  

 

◎同意案件 

議案第 19 号 建築基準法第 48 条第 12 項に基づく用途制限の特例許可について 

 

〇事務局（岩永） 議案第 19 号について説明いたします。 
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 別添資料として配布しております図面により申請地の位置についてご説明い

たしますので、黄色の小さめの紙のファイルの資料をご覧ください。  

 まず、１ページ目は用途地域区分図となります。申請地は図面中央の赤色の

斜線囲いの部分で、工業地域の指定容積率 200%の区域にあります。 

 続いて２ページ目ですが、周辺建物現況図となります。図面上側が北方向と

なります。申請地は、北西約 200 メートル先に大阪メトロ深江橋駅があり、周

辺には住宅、工場等が立地しています。敷地周辺の写真をご用意しております

ので、お手元のクリップ留めをしたカラーの資料をご覧ください。  

 写真の１ページは計画地の南側の道路を東から西方向に見た写真です。計画

地は右側の建物の部分になります。計画地の対側は、工場として利用されてい

ます。 

 続いて写真の２ページは計画地の東側の道路を南から北方向に見た写真で

す。東側道路の幅員は８メートルとなります。 

 写真３ページ目は同じく計画地の東側の道路ですが、今度は逆向きの北から

南方向に見た写真です。計画地の対側には工場が建っています。  

 ４ページ目は計画地の北側の道路を東から西方向に見た写真です。こちらに

ついても、計画地の対側には工場が建っています。 

 ５ページ目は先ほどと同じ北側の道路を逆向きの西から東方向に見た写真で

す。北側道路の幅員は６メートルとなります。 

 ６ページ目は計画地の西側の道路を北から南方向に見た写真です。西側道路

の幅員は８メートルとなります。 

 写真７ページは先ほどと同じ西側道路ですが、今度は逆向きの南から北方向

に見た写真になります。 

 ８ページ目ですが、南側道路を西から東方向に見た写真です。いずれも学校

ということもありますので、形状はいくらか異なりますが、歩道状のものが整

備されています。 

 次に、議案第 19 号の議案書の説明をいたしますが、議案書の説明に入る前

に、48 条の用途制限に関する特例許可の規定について少し説明させていただき

ます。議案書とその次に並べて置いています参考資料、議案第 19 号、20 号と

右肩に書いています１枚ものの資料と併せてご覧いただければと思います。  
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 まず、48 条の規定は、都市計画における土地利用計画の実現を図るものとし

て、容積率や建蔽率などの建築物の密度、高さ制限などの形態制限と併せて、

市街地の環境を保全するための基本的な制限として用途制限を定めているもの

になります。 

 この条文については、用途地域ごとに１項から 13 項まで、その用途地域内で

建築してはならない用途を定めておりまして、ただし書きは、基本となる用途

規制を補完するものの一つとして、例外許可を規定しているものになります。

用途地域ごとに目的とする土地利用が異なりますので、その特例許可の理由に

あたる部分は用途地域によって異なっている状況であります。 

 例えば、住居系の地域では、「住居の環境を害するおそれがないと認め、ま

たは公益上やむを得ないと認め」られる場合について許可をする旨の記載がさ

れているんですけれども、今回の計画地は工業地域ですので、お手元にお配り

している紙の一番上の方にあるんですけれども、「工業の利便又は公益上必

要」とされている場合に許可をするものとされています。  

 今回のところですけど、議案書の許可理由のところにも少し記載してござい

ますが、本件の議案第 19 号と次の議案第 20 号については、いずれも工業地域

内の既存の学校について、一部建替えを行うものになりまして、特定行政庁と

しては、公益上必要なものと認められるため、本日付議させていただくものに

なります。 

 では、議案書の主な部分について、少し説明を挟みながら読み上げいたしま

す。議案書の方をご覧ください。 

 議案第 19 号。 

 建築主は記載のとおりです。 

 敷地の位置、大阪市東成区深江北２丁目４、他２筆。 

 地域地区、工業地域、防火地域指定なし。指定容積率、基準容積率ともに

200%。指定建蔽率 60%、基準建蔽率は 70%。 

 一構えの用途は中学校で、許可対象用途についても中学校になります。  

 工事種別は増築。 

 階数及び高さ、それから敷地面積など各種面積については記載のとおりにな

ります。 
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延べ面積ですが、全体で 8,149.58 平方メートル、増築部分は 5,101.94 平

方メートルです。 

 参考事項としてこの場所の経過について説明しますが、用途地域の指定は昭

和 11 年にこの場所が工業地域に指定されております。建築経過については、昭

和 26 年にこの学校が開校しておりまして、直近の許可状況としましては令和４

年８月に許可をしておりまして、許可時の延べ面積は 6,140.41 平方メートル

となっています。 

 ここで少し補足説明なんですが、この 48 条のただし書許可については、先ほ

ど参考資料としてお示しした１枚目のところにも少し記載しておりますとお

り、48 条の第 16 項第１号に特例許可を受けた建築物の増築、改築、移転につ

いて、政令で定める範囲内であれば、建築審査会の同意や、後ほど説明します

公聴会を不要とする規定があります。ペーパーの波線で書いているところに政

令のところがあるんですけれども、増築後の法 48 条各項の規定に適合しない用

途に供する建築物の部分の床面積の合計が、「特例許可を受けた際におけるそ

の部分の床面積の合計を超えないこと」とありまして、今回の案件は、議案書

の延べ面積のところと、先ほど読んだ下の方に記載の直近の許可状況のところ

に記載しておりますとおり、増築後の面積が特例許可を受けた際を超えてお

り、政令の規定を満たしませんので、既存の増築ではありますが、本日審査会

に付議するものとなっております。 

 続いて、右上の「公開による意見の聴取の概要」、いわゆる「公聴会」です

が、こちらは建築基準法第 48 条 15 項の規定に、「あらかじめ、その許可に利

害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ建築審査

会の同意を得なければならない」と規定されておりまして、特例許可において

建築審査会の同意を要することは、広く集団規定において当てはまることです

が、用途制限に係る許可については、ほかの集団規定の許可の場合と比較し

て、当該建築物の周辺住民に対して与える影響が大きいということがあります

ので、例外的に建築物の許可を認める場合においては、利害関係者の意見を聴

く必要があると考えられますので、このような規定とされているものです。  

 議案書に記載しているとおりですけれども、本案件については 11 月 18 日に

公聴会を開催いたしましたが、利害関係者の出席はなく、意見は特にありませ
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んでした。 

 議案書の続きですが、許可理由につきまして、本申請は工業地域内における

既許可の中学校の増築工事、既存校舎の一部建替えを行うものであるが、その

用途に鑑み、公益上必要と認められる。 

適用条文は、法第 48 条第 12 項ただし書き、法別表第２該当項目としては、

（を）項第５号、学校（幼保連携型認定こども園を除く）になります。 

 別添資料の説明に戻りますので、先ほどのオレンジ色のファイルの資料をご

覧ください。 

 ３ページからになりますが、３ページは設計概要書となります。議案書の説

明と重複するため省略させていただきます。  

 ４ページ目は透視図になります。敷地を北西側から見た透視図になります。

今回の申請の主な部分は、こちらの５階建ての校舎棟を建替えするものになり

ます。 

 続いて５ページ目ですが、こちらは配置図になります。図面上方向が北で

す。 

 まず接道状況について、北側道路は６メートル、残りの３方は８メートルの

道路に接しており、いずれも歩道が確保されています。  

 今回増築するところは、図面上斜めにハッチで記載している部分で、北にあ

る１－１と番号を記載している新設校舎棟、それから、その右側に１－２の屋

外作業場、その上にある番号２のごみ置き場、順番に左の方に行くんですけれ

ども、３の自転車置き場、４の電気室、その下にある５渡り廊下棟になりま

す。すべて敷地の北側方向に位置するものです。これらは既存建物の老朽化に

よる建替えとなっています。また、建物番号１が枝番号になっている１－１か

ら１－５というのがあるんですけれども、これらは校舎棟としてつながってま

して、法規上一棟という扱いになっております。  

 続いて６ページ目からは平面図になります。ここ以降の資料は、今回増築に

係る部分の図面になります。 

 まず６ページ目ですが、番号１の棟である新設校舎棟と屋外作業場の図面と

なっております。こちらは１階平面図で、玄関や給食室などを計画していま

す。 
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 続いて７ページ目ですが、こちらは２階平面図になります。教室や職員室を

計画しております。 

 続いて８ページ目ですが、３階平面図になります。こちらも教室を計画して

いるほか、図書室を計画しております。 

 続いて９ページ目ですが、４階平面図になります。こちらは理科室や美術室

が計画されています。 

 続いて 10 ページ目ですが、こちらは５階と屋上階の平面図になります。５階

には多目的室や音楽室を計画しております。  

 11 ページ目からは立面図になります。11 ページ目の上の方ですが、こちらは

道路側から見た北側立面図で教室側が見えています。下側に記載しているの

は、妻面の西側立面図になります。 

 続いて 12 ページ目ですが、南側立面図です。こちらは廊下側が見えておりま

す。 

 続いて 13 ページ目は断面図です。上が長辺方向の断面、下が短辺方向のＢ－

Ｂ、Ｃ－Ｃ断面図になっております。 

 14 ページからは付属棟の図面になります。この 14 ページは、配置図で番号

２と書いてあったごみ置き場棟の平面図、立面図です。平屋の鉄筋コンクリー

ト造になっております。 

 15 ページは、先ほどと同じごみ置き場棟の、こんどは断面図になります。 

 16 ページは配置図で、番号３の棟である自転車置き場棟の各図面になってお

ります。鉄骨造の上屋になっています。 

 17 ページは配置図で、番号４と記載の棟である電気室棟の平面図、立面図で

す。 

 18 ページですが、先ほどの電気室棟の断面図になっております。  

 19 ページは、渡り廊下棟の図面になります。  

 20 ページですが、屋外作業場の図面になります。  

 議案第 19 号の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇阿部会長 どうもありがとうございます。 

 そうしましたら、この議案についてご意見、ご質問等ございましたらお願い
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いたします。 

 松島委員、お願いします。 

〇松島委員 ご説明ありがとうございました。 

 本件自体は工業地であるけれども、既存ストックの活用という意味で効率的

なのかなと思います。その一方で増築するということは、通っている生徒さん

が増えているという認識でしょうか。 

 もう一つは、周辺の工業地域としての位置づけの扱いなんですけど、２ペー

ジ目を見る限り結構住宅とかもあるような感じで、この地域を工業用地として

位置づけることの今後の展望といいますか、そもそもは工業用地ということで

昭和 11 年に指定されていて、想像するに、26 年ですから戦後の人口急増して

いるときにやむを得ずというか、中学校ができたのかなという気もするんです

けども、この地域は増えているのかもしれないですけど、だんだん全体として

は生徒の数も減っていく中で、工業地域としてどう考えるかとか、工業の振興

というのがそもそもの目的だと思うので、そういったものが、例えば、都市計

画的にどう位置づけになっているかとか、お分かりになる範囲で教えていただ

ければと思います。 

〇事務局（岩永） ご質問、主に２つあったかと思います。 

 １点目の増築について、生徒数が増えたことが要因ではないんですかという

ことだったと思うんですけれど、今回の増築については、生徒数自体は従前か

らあまり変わっていないことを確認しています。増築の要因ですけれど、主な

ところとしては、６ページの１階平面をご覧いただければと思います。左の方

に記載しています給食室の部分がなかったものを増やしているところ、そのす

ぐ右側にある玄関、ここで土足から上履きに履き替えるんですが、この部分も

従前なかった機能として、機能が少し増えているところがあるのと、特別支援

教室が、例えば２階にもあるんですけれども、いくつか特別支援教室があるん

ですけれども、従前よりも必要となる面積とかが増えてきているところがある

ので、そういった部分の面積が増えているところが面積増の要因となっている

ので、周辺に与える影響という意味では利用者数が変更されているところでは

ないので、大きく変わるようなものではないのではないかと、こちらとしても

考えているところでございます。 
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 工業地域としての位置づけについて、答えられる範囲でということですが、

建築基準法の立場から答えさせていただきますと、工業地域というところは住

宅を許容している地域になりますので、住宅があるからにはそれに必要なイン

フラ機能として、いくらかこういう学校も維持していく必要があると考えてい

るところと、一般的に用途地域の変更とかの話でいうと、何年間かのこの土地

利用の状況を見ながら今後の土地利用をどういう方向に持っていくかというと

ころを鑑みながら検討していくことになりますので、今の土地利用の状況とし

ては、２ページの土地利用現況図に青色で記載しているところが工場なんです

けれども、こういった機能がいくらか残っているところでございますので、も

うしばらくはこういった土地利用として継続されていくことが見込まれますか

ら、用途地域自体も少し見守っていくことになるんじゃないかという感覚で

す。 

 以上です。 

〇松島委員 基本的な考え方は分かりましたし、今のお考えの説明は妥当かと思

うんですが、その一方で工業地域にそもそもこれが禁じられているという理由

は、一つは安全の問題であったり、いろんなものがあると思いますので、その

あたり、対策されていると思いますけど、引き続きやっていただければと思い

ます。 

 以上です。ありがとうございました。 

〇阿部会長 ありがとうございます。 

 ちなみに、これまでもずっと学校があったわけですけれども、特に騒音がひ

どいとか、あるいは子供の移動に関して工業的な利用に支障が生じるとか、そ

ういうトラブルというのはなかったという理解でよろしいわけですよね。  

〇事務局（岩永） 今のご質問ですけれど、我々の方から積極的にトラブルがあ

りましたかみたいなことを事業主サイドに問合せているところではないんです

けれども、この計画をするにあたって周辺説明を事業主側がしているんですけ

れど、特に何かが聞こえているという話はこちらには届いていないというとこ

ろでございます。 

〇阿部会長 ありがとうございます。 

 公聴会をやって、もし何か深刻な問題があったら多分誰か出てくると思うの
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で大きな問題はないんだろうと思います。どうもありがとうございます。  

 ほか、いかがでしょうか。 

〇小泉委員 ご説明ありがとうございます。阿部会長の話とほとんど同じような

質問になると思うんですけれども、学校の利用者の安全確保の観点から、工業

地域で周辺に工場がいくつかあるということで、どんな業態が多いのか。あと

工場に資材を持っていったりみたいな物流の関係で大型車とかがよく通った

り、そういう地域状況にあるのかどうか、ご見解をお聞かせ願えたらと思いま

す。 

〇事務局（岩永） こちらで詳細の業態までは把握していないんですけれども、

この案件を受付けるにあたって我々も少し現場の状況を確認しておりますとこ

ろ、これはもう感覚論になってしまって申し訳ないんですけれども、著しくう

るさいとか、著しく匂いが出ているというような用途のものとしてはあまり見

受けられなかったというところと、車両の通行も時間帯によるのではっきりし

たところを申し上げにくいんですけれども、周辺を歩いている感覚としてです

が、ほとんどの道路で歩道が整備されているので、そういった意味では安全

上、直ちに支障があるということが見受けられるような感覚ではございません

でした。 

 以上です。 

〇小泉委員 ご説明ありがとうございます。そういった状況とか、これまでも特

に大きな問題は起きてないのかなというところで理解しました。  

〇阿部会長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 もう一度私からで恐縮なんですけれども、これは既存の建物の建替えという

ことで、そういうことに関連して２点ぐらいあります。 

 １つは、新築工事のところで北側が校門になって北側から入ってくる形です

けれども、これは従来から通学路というか、生徒さんの動線というのは基本的

に変わらない、これまでの通学路と今後の通学路は変わらないのかどうか、と

いうのが１点目です。 

 ２点目は、当然、工事中も学校は学校として機能していくはずですから、北

側が逆に潰れると、今度工事中の学生の通学路は変わるのかなという気がして

いて、そこら辺の生徒さんがどういう経路で通学して、通学路がもし変更にな
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るとしたら変更に伴って危険が高まるとか、そういう問題はないのかどうかと

いうことを教えていただければと思います。  

〇事務局（岩永） ご質問は、主に生徒の動線の話で、従前とこれから、それか

ら工事中はという話だったかと思います。 

 まず従前とこれからの話については、校門の位置については変わりがありま

せん。なので、通学路とかの生徒の動線についても変わらないものと考えてい

ます。工事中の話なんですが、今の段階で私たちの方に工事をどのように施工

していくのかというところが聞き及んでいるところではございませんので、そ

れについて今明確にお答えすることはできないですけれども、懸念事項として

通学の動線が変わるようなことがある場合に支障がないように計画をするよう

にということは事業主側に伝えておくようにいたします。  

〇阿部会長 ５ページの図では、南側に仮設校舎運営時設置の通用門というのが

描かれていて、もしかするとこれが工事中の校門ということになるのかなとい

う気はするんですけれども。そうすると、動線が変わると。  

〇事務局（岩永） ここに書かれている内容について個別の聞き取りをしている

状況ではないので、今明確なことを申し上げられないのは申し訳ないんですけ

れども、その可能性もありますので、懸念事項として伝えておくようにいたし

ます。 

〇阿部会長 お願いいたします。子供の安全第一ですので、ぜひその点はお願い

いたします。 

 ほか、いかがでしょうか。 

〇福田会長代理 今の質問に関連して、工事中の運用は１－１が全く使えないの

で、１－３だけだと足らないから、グランド上に仮設が建つのかと思ったりは

したんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。工事中の学校運営で

す。 

〇事務局（岩永） 繰り返しになって申し訳ないんですけど、明確なことはこの

場では答えられないので一般論としてですが、工事中の代替については、建築

基準法としても仮設の許可を出すことができるものになりますので、余剰の部

分を使いながら仮設校舎を建設しまして、工事中そちらを利用して、機能を維

持しながら工事を施行していくというふうになります。この配置計画からする
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と、恐らくグラウンドの一部のどちらかにそういったものを建てるのではない

かと思います。 

〇阿部会長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。  

 山根委員、お願いします。 

〇山根委員 あまり内部の計画のことは、私もそれほど専門でないんですが、便

所の便房の数のことで、どうしても男子便所と女子便所の面積をほぼ同じにす

ると、女子の方は便房が例えば４つしか設けられないんですが、男子は小便器

も合わせるとかなり同時に用が足せる人の人数が増えるのではと感じていまし

て、それは、自分の大学が今校舎がそういうリフォームをしようという話にな

って協議をしているところなので、今これをすぐに変えてくださいということ

ではないんですが、建替えをされるということは、今後何十年もお使いになる

わけなので、将来的なことを考えると、もう少しそのあたり同じ数の用が足せ

る施設というか、便房なりを設けていただくことが本当は必要なのではないか

と感じました。男子についても最近、小便器じゃなくて、できれば個室でとい

う子も増えているのではないかと思うので、そのあたりも配慮いただければと

思います。 

 この計画ではなくて、今後についての話です。お願いします。  

〇事務局（岩永） そのようなご意見があったことを事業主側に伝えて、長期間

の利用において支障がないようにということを申し伝えておきます。 

〇阿部会長 はい、ありがとうございます。 

 今、男女という、男女でいいんですかというのもしばしば問題になって、本

当はもう性別問わずというのがあるべきなんじゃないかという話も出てきて、

長期的にこれから、これから使うものなんですから、今後のセクシュアリティ

の在り方みたいなことも十分に考えて設計すべきなのかなという意見が当然あ

ると思いますので、そういう意見があったことは、ぜひ伝えておいていただけ

ればと思います。 

〇事務局（岩永） はい、承知しました。伝えておきます。  

〇阿部会長 よろしいでしょうか。 

（各委員からの異議なしの発言あり） 

 



14 

 

 そうしましたら、いくつかまだ確認していただく点はあるということになり

ましたけれども、基本的には必要な工事だし、ここに学校があるのも必要なこ

とだということだと思いますので、同意したということにさせていただきたい

と思います。どうもありがとうございます。  

 そうしましたら、もう１個同じく学校の建替えですけれども、議案の 20 号に

ついてご説明をお願いいたします。 

 

◎同意案件 

議案第 20 号 建築基準法第 48 条第 12 項に基づく用途制限の特例許可について 

 

〇事務局（岩永） 議案第 20 号について説明します。次は、この緑色の小さい方

のファイルをご覧ください。 

 １ページ目ですが、用途地域区分図になります。先ほどの案件と似たような

ところで、工業地域の色がついているまとまりの反対側みたいなところになる

んですけれども、申請地は図面中央の赤囲いの部分で、工業地域の指定容積率

200%の区域にあります。 

 ２ページ目ですが、こちらは周辺建物現況図となります。図面上方向が北方

向になります。申請地は北東約 300 メートル先に大阪メトロ深江橋駅があり、

周辺には住宅、工場等が立地しているような、先ほどと似たような周辺状況で

ございます。この資料の右の方に東陽中学校と書かれていると思うんですけ

ど、先ほどの案件がこの東陽中学校で、この議題はすぐ近傍の宝栄小学校とい

うところです。敷地周辺の写真をご用意しておりますので、クリップ留めをし

たカラーの資料をご覧ください。 

 写真の１ページ目ですが、計画地の東側の道路を南から北方向に見た写真で

す。計画地は左側の部分です。計画地の対側は工場として利用されています。 

 ２ページは先ほどと同じ計画地の東側の道路を逆向きの北から南方向に見た

写真です。東側道路の幅員は８メートルとなります。 

 続きまして３ページ目ですが、計画地の北側の道路を東から西方向に見た写

真です。計画地の対側には駐車場や共同住宅が建築されています。 

 続いて写真４ページ目ですが、先ほどと同じ北側の道路を、今度は逆向きの
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西から東方向に見た写真になります。北側道路の幅員は６メートルとなりま

す。 

 写真の５ページ目ですが、計画地の西側の道路を北から南方向に見た写真で

す。西側道路の幅員は８メートルとなります。 

 写真６ページ目ですが、先ほどと同じ西側道路を逆向きの南から北方向に見

た写真です。写真では少し見えにくいのですが、計画地と書いてある文字の奥

側方向に正門があります。こちらの案件も先ほどと同じように、いずれの道路

にも形状は異なりますが歩道状のものが整備されています。 

 次に、議案第 20 号の議案書の主な部分を読み上げさせていただきますので、

議案書をご覧ください。 

 議案第 20 号。 

 建築主、記載のとおりです。 

 敷地の位置、大阪市東成区神路１丁目１－25、他５筆。 

 地域地区、工業地域、防火地域指定なし。指定容積率、基準容積率ともに

200％。指定建蔽率、基準建蔽率ともに 60%。 

 一構えの用途は小学校で、許可対象用途も小学校になります。  

 工事種別は増築です。 

 構造から建築面積までについては記載のとおりでございます。  

延べ面積について、全体で 6,578.26 平方メートル。増築部分は 1,744.77

平方メートルです。 

 参考事項としまして、用途地域の指定状況は先ほどと同じくですが、昭和 11

年に工業地域に指定されております。建築経過についてですが、昭和 27 年に開

校しておりまして、直近の許可状況としては平成 18 年に許可をしております。

許可時の延べ面積は、5,694.04 平方メートルです。こちらの案件も先ほどと同

じように、延べ面積について、従前の許可よりも増築後の方が大きくなるた

め、政令で定める範囲を超えてきますので、既許可物件の増築ではございます

が付議を要するものとなります。 

  右上の方ですが、公開による意見聴取の概要としては、 11 月 18 日に公聴会

を開催しましたが、利害関係者の出席もなく、意見はありませんでした。  

 下の方ですが、許可理由、本申請は、工業地域内における既許可の小学校の
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増築工事、既存校舎の一部建替えを行うものであるが、その用途に鑑み、公益

上必要と認められる。 

適用条文は、法第 48 条第 12 項ただし書、別表第２該当項目は、（を）項第

５号、学校（幼保連携型認定こども園を除く）。 

 別添資料の説明に戻りますので先ほどの緑色のファイルの資料をご覧くださ

い。 

 ３ページ目は設計概要書になっておりまして、議案書の説明と重複するため

省略させていただきます。 

 ４ページは透視図になります。こちらは敷地を北西側から見た鳥瞰パースに

なります。今回の申請の主な部分は、奥の方に見えている屋上にプールのある

屋体棟を増築するものになります。 

 ５ページ目は配置図になります。図面上が北です。  

 まず、接道状況について、接道状況は両脇の東側、西側は８メートル、北側

は６メートルの道路に接道し、南側は隣地境界線となっています。今回、増築

するところは、クロスハッチで記載しているところで、南よりの部分が多いん

ですけれど、敷地の南側の６－１と記載しています屋体棟、それからすぐ左に

ある６－２の給食棟、給食棟の左にある７－１や７－２の渡り廊下、屋体棟の

右側に記載している９とか 10 と書かれている体育倉庫が南側の増築のところで

す。それから北の方にも増築部分がございまして、図面の左上あたり、８番の

渡り廊下、それから、それより左上方向の 11 番の自転車置き場、その右側に記

載しています 12 番のごみ置き場が今回の増築部分になります。こちらも先ほど

の案件と同じように、建物番号に枝番号を付けているものはつながっておりま

して、法規上一棟の扱いを受けているものになります。  

 ６ページからは平面図になります。この資料も先ほどと同じような構成とな

っておりまして、こちら以降は、今回増築に係る部分の図面になります。  

 ６ページは建物番号６の屋台棟と給食棟の１階平面図になります。体育館や

調理室などが計画されております。 

 ７ページは２階平面図になります。更衣室などが計画されています。  

 ８ページは３階平面図になりまして、ほとんど平面がないんですけど、同様

に更衣室などが計画されております。 
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 ９ページは屋上にプールがあるので、プールの据付フロアの平面図です。こ

ちらは法規上、階にはならないところですけど、プールの位置がこの辺にある

ということを示しております。 

 10 ページですが、こちらは４階平面図になります。先ほどちょっと触れた屋

上部分を利用したプールが計画されているほか、トイレなどが計画されており

ます。 

 11 ページからは立面図になります。11 ページの上の方はグランド側から見た

北側立面図、下は隣地側から見た南側立面図になります。  

 続いて 12 ページは、同じ建物の妻面の立面図で、上が東側、下が西側の立面

図になっております。 

 13 ページからは断面図になります。図面の右下にキープランをお示ししてお

りますが、上が屋体棟、給食棟全体の長辺方向の断面図になっております。下

側は、給食棟についての短辺方向の断面図でございます。  

 14 ページは屋体棟の短辺方向の断面図で、Ｃ－Ｃはエレベーターのところを

切ったもの、Ｄ－Ｄは階段の部分を切ったもの、Ｅ－Ｅは体育館部分を切った

断面図になります。 

 15 ページですが、こちらは建物番号７と記載しておりました渡り廊下Ａの平

面図、断面図になります。鉄骨造の平屋になります。  

 16 ページは建物番号８と記載していました北の方の渡り廊下Ｂの各図面にな

ります。先ほどの渡り廊下と同じように鉄骨造の平屋建てのものになります。  

 17 ページは、建物番号９、10 と記載していました体育倉庫１、２、屋体棟の

東側にある建物のことです。こちらは鉄骨造の平屋になっております。  

 18 ページは、北の方にあった建物番号 11 の自転車置き場の各図面でござい

ます。鉄骨造の上屋形式のものになります。  

 最後 19 ページですが、建物番号 12 のごみ置き場棟の各図面です。鉄筋コン

クリート造一部鉄骨造の平屋になっております。  

 議案第 19 号の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇阿部会長 はい、ご説明ありがとうございます。  

 そうしましたら、この議案についてご意見、ご質問ございましたらお願いい
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たします。 

〇松島委員 松島です。ご説明ありがとうございました。  

 本件は先ほどと違うところは、多分南側は道路を挟まずに工場に接している

ところかと思うんですけども、２ページの図を見ると小野薬品工業と書いてあ

るんですが、そちらと何か事前に説明とか、そういったものをされていますで

しょうか。 

〇事務局（岩永） 近隣説明をしているとは聞いているんですけれども、少しお

待ちください。 

 この４月に小野薬品に対して説明を行っておりまして、説明内容としては、

これを増築させて建替えますというところとか、施工業者が決まる時期は令和

９年頃なので、改めてそのときにまた説明させていただきますみたいなことを

説明しておりまして、相手方からいくらか配慮をいただきたいことを回答をい

ただいているようです。工事中の配慮の話ですけど、社員に塗料や溶剤などの

匂いに敏感な方がおられるということで配慮をいただきたいということと、こ

れも工事中の話ですけれども、工事中の騒音が発生するかと思いますけど、こ

れについてはやむを得ないと思っていますというお話で、継続的な事業に関し

ての何かというのは私たちのところには届いていないところでございます。  

〇松島委員 適切にやっていただいているようですけども、その時点で、例えば

先ほどの図面などは示されているんでしょうか。要は、２ページを見ると、恐

らくこの南東のところに現状プールがあって、これは分からないですけど、平

面ですか。それが建替えると屋上に上がるんですよね。その辺とかのイメージ

感とかも含め、もしかしたら支障があるとお考えになるかなというのが少し気

になったので、適切なコミュニケーションをとっていただければと思います。  

 以上です。 

〇事務局（岩永） 分かりました。 

 一般的には恐らく図面を持っていくかと思うんですけど、説明の時期も大分

以前にはなりますので、今後も適宜工事中の説明はされていくものと聞いてお

ります。今のようなところについては事業者側に申し伝えておきます。  

〇松島委員 工事中のご懸念もそうですけど、出来上がってみたら思ってたのと

違うっていうのが一番困ると思うので、早めに多分こういう計画になってます
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ということをお伝えいただくのがいいんじゃないかと思います。  

 以上です。 

〇阿部会長 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

 大藤委員、お願いします。 

〇大藤委員 １点教えてほしいんですけれども、今回新しくできる建物で一番

上、屋上がプールになってるんですが、プライバシーの関係でフェンスみたい

なものはあるのかどうかが分からなかったので教えてください。  

〇事務局（岩永） 断面図がいいかと思うんですけど、13 ページのＡ－Ａ断面の

ところです。Ａ－Ａ断面の右の方、パラペット天が 2000 と書かれてると思うん

ですけど、パラペット天がフェンスを兼ねているんだろうと思われるところで

ございます。 

〇福田会長代理 今の委員のご意見に関して追加なんですけど、この小野薬品さ

んの航空写真とかＧｏｏｇｌｅストリートビューで見てましたら、パースでは

ボリュームで書かれてるんですけど、恐らく５階建てくらいで窓がついてたの

で、要は見下ろしが効くのかなと。そうすると、２メートルだとちょっと足ら

ないんじゃないかとも思えるので、そこもプライバシーのところは私も気には

なりました。 

〇事務局（岩永） 今お二方とも生徒のプライバシーを懸念されていますので、

いくらか設計上必要な配慮をしてくださいというところについて伝えておきま

す。 

〇阿部会長 はい、ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。  

 どうぞ。 

〇小泉委員 説明ありがとうございました。 

 私の方は、小学校の児童とか安全の観点から、隣地が薬品工業ということ

で、先ほどの案件と比べて危険物を扱ったりということはあったりするのか、

どんな工場なのか、分かる範囲で教えていただければと思います。  

〇事務局（岩永） 申し訳ないです。詳細把握しておりません。業種からする

と、そういったものを利用されている可能性は考えられますし、工業地域です

ので建築基準法の制限から見ても、許容されているものになるかというところ

ではあるところです。 
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〇小泉委員 ありがとうございます。従前からもこの屋体棟はこの既存の地図を

見ると存在していたということで、特段これまでも何か問題があるようなこと

はなかったということでよろしいですか。 

〇事務局（岩永） はい。我々のところにそういったトラブルが生じているとい

う話は届いておりません。 

 以上です。 

〇小泉委員 ありがとうございました。特段これまでも問題なくというところ

で、引き続き安全確保面については配慮の上対応していただけたらと思いま

す。よろしくお願いします。 

〇事務局（岩永） 今言われております安全というのは、小野薬品側が、みたい

な話になりますでしょうか。 

〇小泉委員 危険物とか、火災とかにつながったりして学校側に影響が出ない

か、そんな感じの指摘ということで、こちらの方にも開口部が屋体棟の薬品側

のところにあると思うので、そういったあたりでも、建築物としては耐火建築

物として配慮されているとは思うんですけれども、そのところ、改めて配慮の

観点を持っていただければというところの指摘でございます。 

〇事務局（岩永） はい。危険物に関して、もし危険物の処理や貯蔵があれば、

消防法での貯蔵施設としての届出なりの手続きが必要になってきますので、そ

ういったところで一定、把握であるとか、場合に応じては指導がなされるもの

であると考えておりますので、本日、消防局さんもご参加していただいており

ますが、そういう認識であると行政としては考えております。 

 以上です。 

〇小泉委員 ありがとうございました。 

〇阿部会長 何か消防の方から付け加えられることがあれば。いかがですか。  

〇吉村幹事 消防局吉村でございます。 

 先ほど事務局から申しましたとおり、危険物の方で所定の数量以上ですと

か、そういうことがありますと、所轄の消防が指導に入りますので、今時点で

は法律に違反していないということだけは言えるかと思いますので、よろしく

お願いします。 

〇阿部会長 はい、ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。  
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 お願いします。 

〇山根委員 先ほどの案件のときに給食室がなくてというお話でしたが、今回の

こちらも同様の事情で給食棟を増築されるということなんでしょうか。  

〇事務局（岩永） こちらの建物は先ほどの案件とは少し異なりまして、従前か

ら給食室自体はありましたので、新しく機能が入ったというわけではなくて建

替えということになります。 

〇山根委員 位置的には、今のこの計画とは違う場所にもともとあった形です

か。 

〇事務局（岩永） 位置は、今の図面でいうと北西側の８の渡り廊下Ｂのあたり

にもともとはございました。 

〇山根委員 ありがとうございます。そうしますと、正門は西校舎に面したとこ

ろだと思うので、生徒さん、児童の出入りは基本的にはそこからなのかと思う

んですけれども、材料等を搬入するトラックの出入りというのが、多分その入

り口が変わるので、そういったあたりの安全配慮みたいなことを十分気をつけ

ていただけたらと。多分、動線が交錯することは恐らくないと思うんですけれ

ども、以前は北側から搬入が恐らくされていたと思うんですが、それが西南の

こちらの門から入られるということかと思いますので、十分気をつけてくださ

いということをお願いしたいです。 

〇事務局（岩永） はい。動線についてはお見込みのとおりでして、図面に三角

マークで入り口を記載しています南西あたりのところから搬入動線にされると

聞いておりまして、搬入に関しても安全な搬入というところ、事業者側に伝え

ておくようにいたします。 

〇山根委員 ありがとうございます。以上です。 

〇阿部会長 どうもありがとうございます。ほかよろしいでしょうか。  

（各委員からの異議の発言なし） 

 

 そうしましたら、いくつかご指摘ありましたけれども、それについてはまた

業者の方にも徹底していただくということで、この件についても同意というこ

とにさせていただきます。どうもありがとうございました。  

 そうしましたら、議案の 19 号と 20 号が終了したということになります。  
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 続きまして、議案の 21 号と 22 号についてはまとめてということですので、

事務局からまず両議案についてご説明をお願いいたします。  

 

◎同意案件 

議案第 21 号 建築基準法第 52 条第 14 項に基づく容積率の特例許可について 

議案第 22 号 建築基準法第 59 条の２第１項に基づく容積率の特例許可について 

 

〇事務局（岩永） はい。議案第 21 号、第 22 号について説明いたします。緑色

の大きい紙のファイルの資料をご覧ください。  

 まず１ページ目ですが、用途地域区分図となります。申請地は図面中央の赤

色で示したところです。商業地域で指定容積率は 600%の地域になります。 

 ２ページ目ですが、周辺建物現況図となります。申請地は赤色の線で囲まれ

たところで、本申請地は京阪と大阪メトロの天満橋駅の北東約 300 メートルに

位置しています。周辺は主に学校や事務所などが立地している状況でございま

す。 

 敷地周辺の写真をご用意しておりますので、クリップ留めをしたカラーの資

料の方をご覧ください。 

 写真１ページ目ですが、計画地の西側道路を北から南方向に見た写真です。

左側に計画地が見えておりまして、計画地の対側には共同住宅があります。こ

ちらの道路は交差点部分のため場所により幅員が異なる状況なんですが、敷地

の接している部分では最低幅として 31.04 メートルの幅員がありまして、記載

している数値は当該部分の幅員になります。計画地は従前、事務所やテレビス

タジオとして利用されており、現在上屋は解体され、地中障害撤去の工事を行

っております。 

 ２ページ目は計画地の北側道路を東から西方向に見た写真で、写真の左側が

計画地となります。こちらの道路も場所により幅員が異なりまして、敷地全面

はおよそ 21.7 メートルの幅員があります。 

 ３ページ目ですが、東側道路を北から南方向に見た写真でございます。道路

幅員は６メートルとなります。左側に写っているのが計画地の対側ですが、テ

レビ大阪の新社屋とホテルの複合建物として利用されております。  
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 ４ページは同じく東側道路を逆向きの南から北方向に見た写真です。こちら

の東側道路については南から北向きの一方通行になっております。こちらの道

路には歩道がいくらか整備されておりますが、 2.5 メートルに満たないため、

敷地内に歩道を整備することで、合わせて 2.5 メートルの歩道となるような計

画を行っております。 

 ５ページ目ですが、南側道路を東から西方向に見た写真です。右側に計画地

が見えておりまして、左側の対側ですが、事務所などに利用されているところ

です。こちらの道路も場所により幅員が異なりまして、通して 5.46 メートルの

幅員がありまして、記載している数字は当該部分の幅員になります。  

 写真６枚目です。西側道路を南から北方向に見た写真になります。計画地が

右奥ですけど、その前面の部分には広い歩道が整備されております。 

 次に、議案第 21 号、22 号の議案書の主な部分を読み上げさせていただきま

すので、議案書をご覧ください。 

 議案第 21 号。 

 建築主、記載のとおりです。 

 敷地の位置、大阪市中央区大手前１丁目２番２。 

 地域地区、商業地域、準防火地域、防火地域。 

 指定容積率、基準容積率ともに 600%。指定建蔽率は 80%で、基準建蔽率は

100%。大手前地区地区計画の区域に該当します。  

 主要用途、共同住宅。 

 工事種別、新築。 

 各面積は記載のとおりでございます。 

 構造、鉄筋コンクリート造。 

 階数、地上 39 階、塔屋２階、高さ 154.45 メートル。 

 容積率の割増対象部分、床面積 134.26 平方メートル。容積率にしまして

6.14%。主な用途は電気室になっております。  

 敷地の立地条件と建築計画の概要については後ほど説明します。  

 議案書右の方ですが、建蔽率 50.16%。容積率は、法第 52 条第 14 項に基づ

く容積割増は 6.14%。総合設計制度と合わせた許容容積率は 906.14%。実行の

容積率は 905.79%です。 
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 議案書下の方ですが、許可理由については記載のとおりです。  

 適用条文、法第 52 条第 14 項。 

 許可を要する事項、容積率の限度を超えるもの。  

 続いて、議案第 22 号について、先ほどと重複する部分を除きまして、主な部

分を読み上げいたします。22 号の方の議案書をご覧ください。 

 割増制度の種別、都心居住容積ボーナス制度（商業地域）。 

公開空地面積、有効面積 783.07 平方メートル、有効公開空地率は 35.82%。 

 下の方ですが、ＣＡＳＢＥＥ大阪みらいによる評価については後ほど説明し

ます。 

 右の方、容積率について、法第 59 条の２第１項に基づく総合設計制度による

容積割増は 300%です。 

 下の方ですが、許可理由、記載のとおりです。  

 適用条文は法第 59 条の２第１項。 

 許可を要する事項は、容積率の限度を超えるもの。  

 別添資料の説明に戻りますので、先ほどの緑色のファイルの資料をご覧くだ

さい。 

 ３ページからになりますが、３ページ、４ページは、それぞれ総合設計と 52

条 14 項の設計概要書となります。議案書の説明と重複するため省略させていた

だきます。 

 ５ページは透視図になります。左側は北西側の広い道路の交差点方向から建

物全体を見た外観パースです。右側は、同じく北西側から見た公開空地の状況

が分かるようなパースになっております。公開空地としては、緑地や広場とし

て整備したものの様子が確認できます。次に説明します公開空地計画図と併せ

てご覧いただければと思います。 

 ６ページは公開空地計画図となります。方角は、少し斜めになっているので

すが、図面右上方向が北になっております。  

 接道状況について、西側は幅員 31.04 メートル、北側は 21.73 メートル、東

側は６メートル、南側は 5.46 メートルの道路に接道しております。  

 赤色の実線で囲っている部分が一般の公開空地、青色の実線で囲っている部

分が歩道状公開空地になります。南側の道路には歩道がありませんので、幅
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2.5 メートルの歩道状公開空地を整備します。東側の道路にはおよそ２メート

ルの既存歩道がございますので、敷地内に 50 センチほどの敷地内歩道を整備

し、合わせて 2.5 メートルの歩道になるよう幅員を確保しております。赤色の

線で囲っている一般の公開空地の部分については、植栽やベンチを設けた広場

を整備しております。赤色の点線で囲っている建物際の部分については、庇下

の公開空地となっております。 

 ７ページは公開空地面積求積図となります。有効公開空地面積につきまして

は、実施基準に基づき、公開空地の種類に応じて評価をしております。  

 ８ページからは、緑地面積求積図とその拡大図になっております。この面積

求積の資料が 11 ページまで続きますので、この部分は省略いたします。  

 12 ページご覧ください。12 ページは動線計画図となります。歩行者（黄色）

は、北西側の歩道からエントランスホールへ至る動線となります。車いす（オ

レンジ色）は、西側歩道から敷地内に設けたスロープを通ってエントランスホ

ールへ至る動線となります。自転車（緑色）については２か所ございまして、

北東側と南の方から、それぞれ敷地内を通りまして建物の角の部分に設けた自

転車専用エレベーターに至る動線となります。自転車専用エレベーターを利用

した先としては、２階から５階へ自転車を停める計画となっております。一般

車両（青色）、バイク（水色）、ごみ収集車両（茶色）については、いずれも

東側道路の南寄りに設けた車両出入口を利用する計画です。一般車両（青色）

については、タワーパーキングと敷地南側に設けた平面駐車場に駐車する計画

です。バイク（水色）については、大型バイクは敷地南東側の１階部分に駐車

し、原付については敷地南西に向かっていったところにある専用エレベーター

を利用しまして３階に駐車する計画となっております。緊急車両（赤色）は、

南側道路から消防活動を行う計画となっております。  

 続きまして 13 ページですが、こちらは配置図兼１階平面図となります。１階

には建物北西側にエントランスホールがあり、その周辺にメールコーナーやエ

レベーターホールを設ける計画となっております。  

 14 ページはピット階平面図になります。 

 15 ページですが、ピット階平面図なんですけれども、先ほどよりも少し浅い

部分の図面になっておりまして、もともと電気室を予定していた位置を示した



26 

 

ものになります。今回の計画は浸水対策により、もともとピット部分に設置を

予定していた電気室を２階に設けることで、法第 52 条第 14 項による容積率の

割増を行います。オレンジ色で囲んでいる部分が、もともと電気室を予定して

いた部分になります。 

〇山根委員 ご説明の途中ですが、私は退席させていただきます。失礼いたしま

す。 

〇事務局（岩永） 続きになりますが、16 ページをご覧ください。こちらは２階

平面図となります。２階には北東に駐輪場、それから南西に電気室を計画して

おります。こちらに記載している電気室が先ほど説明したもともとピット部分

に設置を予定していたもので、浸水対策により２階に設けることで容積率の割

増を行っております。 

 17 ページは３階平面図となります。３階には駐輪場やバイク置き場、原付の

を計画しております。 

 18 ページは４階平面図となります。４階は駐輪場を計画しております。 

 続いて 19 ページは５階平面図となります。５階も駐輪場を計画しておりま

す。 

 20 ページですが、６階から 10 階の平面図となります。６階より住戸を計画

しておりまして、各住戸の間取りとしては、１ＬＤＫから３ＬＤＫまでござい

ます。 

 続いて 21 ページですが、11 階から 16 階の平面図となります。こちらの住戸

タイプは１ＬＤＫから３ＬＤＫになっております。 

 建物が高層なので似たような平面が続いて申し訳ないんですが、 22 ページは

17 階から 21 階の平面図となっております。 

 23 ページは 22 階から 24 階の平面図となります。少し面積の大きいタイプも

計画しているところです。 

 24 ページは 25 階の平面図となります。 

 25 ページは 26 階の平面図となります。上の階に行くにつれて、少しずつ広

いタイプが増えてきている状況です。 

 26 ページは 27 階から 30 階の平面図となります。 

 27 ページは 31 階の平面図となります。 
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 28 ページは 32 階の平面図となります。 

 29 ページは 33 階平面図になります。この階には集会室やゲストルーム、フ

ィットネスジムなどを計画しております。集会室の合計面積については 146.67

平方メートルで、住戸数あたり 0.5 平方メートル以上となる 108 平方メートル

以上を満たしております。 

 30 ページは 34 階平面図になります。規模の大きな住戸を計画しているとこ

ろです。 

 31 ページは 35 階から 38 階の平面図になります。 

 32 ページが 39 階平面図になります。こちらが住戸フロアの最上階になりま

して、規模の大きな住戸を計画しているところです。  

 25 ページはＰＨ１階平面図となっております。屋上に緊急離着陸場を設けて

いるため、待機スペースを計画しております。  

 26 ページはＰＨ２階の平面図となっております。エレベーター機械室があり

ます。 

 35 ページはＰＨＲ階平面図となっております。こちらには緊急離着陸場を設

けております。 

 続きまして 36 ページから 39 ページは立面図になっておりまして、36 ページ

は南側立面図、37 ページは東側立面図、38 ページは北側立面図、39 ページは

西側立面図となっております。仕上げとかを記載しているような感じです。 

 続きまして 40 ページ、41 ページが断面図になります。40 ページは東西方向

に切ったＡーＡ断面図、41 ページは南北方向に切ったＢ－Ｂ断面図になりま

す。 

 41 ページのＢ－Ｂ断面図をご覧いただきたいのですが、計画地は内水氾濫に

より 0.3 メートルの浸水想定区域となっております。図面に記載しております

とおり、赤く描いているところですが、２階の電気室は内水氾濫のオレンジの

線のところよりも高い位置にあることが確認できます。  

 最後ですが 42 ページはＣＡＳＢＥＥ大阪みらいの計画概要書になります。総

合設計制度の基本要件である「Ａ」を満たしており、ＢＥＥ値は 1.5 になりま

す。 

 議案第 21 号、22 号の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願
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いいたします。 

〇阿部会長 はい、ご説明どうもありがとうございます。この議案についてご意

見、ご質問ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。  

〇福田会長代理 １つは、先ほど住戸用の電気室は浸水想定の上にあるという話

ですけど、同じページで青い枠組みで電気室は下にありますよね。 41 ページで

す。そのあたりは法的には問題ないかもしれないけど、実際妥当というふうに

考えてここに置かれているということでよろしいでしょうか。 

 それと、別のテーマになりますけど、車の動線が今隣の新しくできたホテル

との間の一方通行の道路がかなり狭くて占有されているような使い方で、かな

りタワーマンションのタワーパーキングになっているというのと、あと隣のホ

テルの事務所とかの建物、東側との車の動線との兼ね合い、関係がよく分から

なかったので教えていただければと思います。  

〇事務局（岩永） １点目の電気室、41 ページの断面のところですが、私の説明

が少し不足していて申し訳ないんですけれども、赤いところは計画を示してい

るものになります。青いところは従前予定していた位置であって、ここには電

気室は計画されずに、青が赤に動いたというふうに見ていただけましたらとい

うところです。 

 車両の動線の話ですけど、今回は計画地の東側道路を利用することになるん

ですけれども、隣のホテルは南側道路を利用する計画になっております。ホテ

ルですので、車寄せとかも整備されているところでございます。交錯するかど

うかというのは、この南側道路については対面の道路ですので、東側、西側、

いずれの方向からも入ってくることができますので、それらの利用状況がどう

というところまでは判断できないんですが、交通ルールに則って運用されるか

というところかと考えております。 

〇阿部会長 ほかいかがでしょうか。 

 お願いします。 

〇大藤委員 １点教えていただきたいんですけれども。今回のこのマンション

で、すべての階に垂直避難口というのがあると思うんですけど、この 32 ページ

の 39 階平面図というところにはそういうのが見当たらなくて、 39 階の人はそ

ういうルートはないのかというのが気になったので教えてください。  
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〇事務局（岩永） 詳細な断言するところまでは申し上げにくいんですが、建築

基準法の規定でいうと、こういう垂直避難口に似たようなものとして避難上有

効なバルコニーというものがあるんですけれども、直通階段の数が足りていま

すので、それが必要な建物ではないんですね。恐らく、消防の進入とか補足的

な避難の効果とかも考えたものとしての垂直避難口になるのではとは思うんで

すが、必ずしも各住戸についているところではないのではないかと思います。

想像も入って申し訳ないんですけど、東側道路があまり幅員が広くないので、

はしご車の関係とかで、寄りつきが難しいとかいうことで、東側にしか面して

いない住戸にはそういうものをつけているのではないかと思います、とまでし

か言えないんですけれど。 

〇阿部会長 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

〇松島委員 29 ページの集会室のところなんですけれども、面積が書いてあると

いうことは、何らかの確か要件になっていたんじゃないかと思いながら私が忘

れてしまったんですけど。先ほどの議案のところの容積率の割増のところには

今回のものは関係ないのでしたか。 

〇事務局（岩永） 集会室については、総合設計での要件として整備を求めてい

るものなので、その面積が容積率に直接反映されるということではなく、総合

設計の許可を受けるんだったらこれは取りなさいという義務にあたるようなも

のとして整備を求めているところになります。その義務の面積が住戸あたり

0.5 平方メートル以上になるようにという基準になっております。  

〇松島委員 その心はといいますか、総合設計制度で容積率を増すというのは公

的な役割を持たせて、それの対価として容積率を増しましょうということだと

思うのですけど、ここでいう集会室はそういう感じで言うと容積率には関係な

いからいいような気もする一方、なんでこの要件を求めているのか。棟内の

方々とのコミュニケーションはもちろん高まるような気もするのですけども。

あえてこの総合設計でこの集会室の要件を満たしているというのは、どういっ

たところに意味があるのですかという質問です。  

〇事務局（岩永） 私が知る限りのところ、そういうふうに聞き伝わって習って

きているところですけれども、今松島委員が言われたようにコミュニケーショ

ンを図るところも目的の一つです。共同住宅となると区分所有になって、色々
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なことの意思決定をするために合意形成を図る必要があるので、そのコミュニ

ケーションを図る必要があるということと、併せてこういう室を利用して総会

などの合意形成の場を用意しておくというところでと、私はそういうふうに習

ってきております。 

〇松島委員 僕もどちらかというとそういうふうに集会場みたいなイメージなん

ですけど、今回見るとラウンジなんで、これはみんな使うのかなと若干気にな

るなと思ったところがあるんですが、そのあたり、特に誰もが使えるような施

設であれば問題ないですかね。 

〇事務局（岩永） はい。基本的にはコミュニケーションを図っていただきたい

というのがあるので、開発業者が考えるというか、ノウハウの中で利用されや

すい、そういう共用の空間を整備いただくところにはなるんですけれども、あ

まりそれに特化しすぎてしまうと、いざ総会をしようと思ったときに室の形状

が悪くて人が入れないということにならないように、建物の規模に応じて想定

される総会への出席率などを鑑みながら、それに必要な空間はご用意していた

だくことを求めております。 

〇松島委員 このスカイビューラウンジのこの広さで大体カバーできるというよ

うな立て付けになっているということですね。ありがとうございます。  

〇阿部会長 どうもありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。  

 確認なんですけど、この敷地の西側に広い歩道がありますよね。あそこはも

ともと歩道であって、そもそもあれが市道か府道なのかよく分からないですけ

ど、あの部分は何ですか。 

〇事務局（岩永） 道路の変遷まで把握しているわけではないんですが、知る限

り、もともとこちらはテレビ大阪が建っていたところで、それが建っている段

階からはこういった道路形状になっているところで、推測にはなるんですけれ

ども、私もこの現地、許可にあたり現地確認しているんですが、かなりの数の

歩行者の通行が見られるということと、道路幅員もかなり広いというところも

ありますので、信号の待ち時間が少し長いと感じるところにはなっていますの

で、それなりに人の滞留が見込まれるところですので、緑地帯で動線を分けつ

つも人の滞留ができるような歩道の作り込みをしているところではないかとい

うところです。体感ではあるんですけど、役に立っているという感覚はござい
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ました。 

〇阿部会長 すごく役に立っていると僕も思うんですけども、逆にあそこに歩道

があるために、ここで公開空地を結構たくさん設定しているようにも見えるん

ですけども、あの歩道の広さと比べると、公開空地が少し小さく感じるという

だけのことなんです。 

〇事務局（岩永） 比較するとそういう感覚はいくらか持ち得てしまうところか

とも思うんですけど、今回松島委員からはこれのご指摘がないところではある

んですけれども、歩行者空間が十分確保されておるところで、これまでいろい

ろご指摘もいただいているところでございますので、この案件の相談に来た際

にこちらの整備についてはどういう考えですかというところは、我々から少し

設計側とやり取りをさせてもらっているところで、歩道ではなく広場状の空間

として整備をしてきている計画になっております。  

〇阿部会長 どうもありがとうございます。ほかいかがでしょうか。  

〇福田会長代理 ゲスト用の駐車場とか駐輪場とか、先月も同じような質問をさ

せてもらいましたけど、いかがでしょうか。  

〇事務局（岩永） ご質問のことなんですが、我々も先月のことがありましたの

で事業者には聞き取りはしております。まず車の方、車椅子用の車ますの１台

のところがゲスト用の利用と確認しております。駐輪についてはゲスト用の駐

輪場を設けないという計画で、公開空地に停められてしまう恐れがあるんじゃ

ないんですかという指摘をしたところ、防災センターのところ、６ページは公

開空地計画図になるんですけど、その１階の部分の北東角に管理事務所があり

まして、そこに防犯カメラが見れる部屋を用意していて、そういったもので見

ながら違法駐輪というか公開空地内の駐輪が生じないように見回りをするとい

うふうに確認しております。 

〇阿部会長 よろしいでしょうか。ほか、いかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、この件についても同意ということにさせていただき

たいと思いますけれども、よろしいですか。  

（各委員からの異議の発言なし） 

 

 そうしましたら、こちらについては同意したということにさせていただきま
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す。どうもありがとうございます。 

 続きまして議案の２です。一括同意基準に適合した許可案件について、事務

局から報告をいただくことになります。お願いいたします。  

◎一括同意案件等の報告  

・接道義務の特例許可（建築基準法第 43 条第２項第２号）における建築審査会一

括同意基準に適合したものについて 

〇事務局（赤井） それでは、法第 43 条第２項第２号の許可（接道特例許可）に

係る一括同意基準に適合し、令和７年 11 月１日から令和７年 11 月 30 日まで

に許可したものについてご報告をいたします。お手元に配布しております片面

刷りのＡ３資料をご覧ください。 

 今回ご報告させていただきますものは、一括同意報告番号第 41 号から第 43

号の計３件です。用途はすべて一戸建ての住宅となっておりまして、空地等の

種別は公共用通路が１件、その他通路が２件となっております。 

 

・道路内建築物特例許可（建築基準法第 44 条第１項第２号）における建築審査会

一括同意基準に適合したものについて 

〇事務局（岩永） 続いて、法第 44 条第１項第２号の道路内建築物の特例許可に

おける建築審査会一括同意基準に適合し、同じく 11 月１日から 30 日までの間

に許可したものについてご報告させていただきます。先ほどの資料の続きにつ

けておりますＡ３横向き裏表の資料をご覧ください。 

 一括同意報告番号第 12 号から第 17 号の６件でございまして、こちらはすべ

て道路内に建築される公共機関である大阪シティバスの停留所の上屋となって

おります。公益上必要な建築物で、通行上支障がないと認め、一括同意基準に

該当するとして許可したものとなっております。  

 

・日影による中高層建築物の高さの制限の特例許可（建築基準法第 56 条の２第１

項ただし書）における建築審査会一括同意基準に適合したものについて  

 続きまして、法第 56 条の２第１項ただし書許可（日影規制の特例許可）にお

ける建築審査会一括同意基準に適合し、同じく 11 月１日から 30 日までの間に

許可したものについてご報告させていただきます。資料は続きにつけておりま
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すＡ４縦向きの資料をご覧ください。 

 一括同意報告番号第４号の１件でございまして、こちらは準工業地域におけ

る病院の増築となっております。備考欄に許可の履歴を記載してございます

が、今年度５月の審査会にて報告させていただきました物件と同じものになり

ますが、事業計画の見直しに伴い改めて申請がありましたので再許可を行った

ものになります。土地の状況等により周囲の住環境を害する恐れがないと認

め、一括同意基準に該当するとして許可したものとなっております。  

 一括同意基準に適合したものの報告は以上でございます。  

〇阿部会長 ありがとうございます。何かご意見、ご質問ございますか。  

 お願いします。 

〇小泉委員 ご説明ありがとうございました。 

 44 条１項２号許可のバス停留所の上屋の関係なんですけど、これはやり替え

というか、建替えなんでしょうか。 

〇事務局（岩永） 物件の数が多くてすみませんが、詳細まで記憶はしていない

んですが、基本的にやり替えがほとんどだったと記憶しております。  

〇小泉委員 ありがとうございます。 

〇阿部会長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。  

 ちなみに最後の日影の特例というのは、これは基準を満たしていないんです

か。前にやったという記憶がないので、もう１回、どういう特例を認めている

のかをもう少し説明していただけるとありがたいんですけど。 

〇事務局（岩永） 準工業地域については、指定容積率 200%のところについて、

条例で日影規制をかけております。規制の内容としては、敷地から５メートル

の線より外側に５時間以上の日影を落とさない。それから、10 メートルの線よ

り外側に３時間以上の日影規定を落とさないという規制になっておりまして、

既存不適格の状態で、この基準には抵触をしているところです。その抵触して

いるものについて、周囲の状況とかを見まして、住環境を害する恐れがないと

いうところで、一括同意基準としては日影が従前よりも増えないみたいなとこ

ろを見ているところで、影響としては増加していないから改めて許可を行いま

したというものになります。 

〇阿部会長 新たに日影障害が生じたわけではなくて、これまでと同じなのでと
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いうことですか。 

〇事務局（岩永） 基本的にはそうです。既存不適格だと、いろんなものが法規

上確認申請で許容されている範囲が用意されているんですけれども、日影規制

についてはそれが用意されていなくて、それを緩和する手法として許可しか術

がないんですね。なので、すぐに許可が出てくるというような感覚と理解して

もらったらいいかと思うんですけど。基本的には、悪化させるようなものにつ

いては個別に建築審査会に同意を図りますので、一括同意基準で、こちらの方

で処分させていただくものについては、周辺への影響は従前と比較すると変わ

らないようなものと考えていただければと思います。  

〇阿部会長 ご説明ありがとうございます。 

〇森幹事 １点だけ補足の説明なんですけど、既存不適格ですが、日影規制につ

いては、昭和 54 年から大阪市内では条例の規制が始まっているんですけども、

このエリアは準工業地域の 200%のエリアなんですけども、平成 15 年から日影

規制の対象になりましたので、それ以前からこの施設があったということで既

存不適格になっているということです。 

〇阿部会長 詳しくご説明いただきありがとうございます。了解いたしました。  

 そうしましたら、以上の件について、すべて報告を承ったということにさせ

ていただきます。どうもありがとうございました。  

 そうしましたら、議題としては以上となりますけれども、事務局から事務連

絡をお願いいたします。 

〇事務局（岩永） 事務連絡ですが、次回の審査会については、１月７日水曜

日、午後１時半から、場所は今日と同じく大阪市役所Ｐ１階会議室での開催を

予定しております。 

 個別同意案件として、接道特例許可案件を１件、それから道路内建築物の特

例許可案件を２件の合計３件をご審議いただく予定です。 

 最後に、お手数ですが、交通費の書面の内容をご確認いただきまして記載と

ご署名をいただき、机の上においてご退席いただきますようお願いいたしま

す。 

 事務連絡は以上です。 

〇阿部会長 どうもありがとうございます。 
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 本日の審議会はこれで閉会ということになります。どうも迅速な審議にご協

力いただいてありがとうございました。 

 年内はこれで最後ということで、皆さん、良いお年をお迎えください。  

 

閉会 午後３時 22 分 

 


